
国は農林水産政策として、①スマート農林水産業等による成長産業化、②農林水産物・食品の輸出促進、③農林水産業のグリーン化、④食料
安全保障の強化、の四本柱を展開。今日的な課題に対応し、これらの政策を推進するため、全ての農政の根幹である食料・農業・農村基本法
について、制定後約20年間で初めて、総合的な検証・見直しの検討を開始。

 食料・農業・農村基本法の検証・見直しについて 資料１

農林水産省「新しい資本主義の下での農林水産政策の新たな展開」資料より引用
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農林水産省「新しい資本主義の下での農林水産政策の新たな展開」資料より引用

○食料・農業・農村基本法の検証・見直し
○2023年6月にとりまとめ、24年通常国会
　への提出を目指している



 生産資材等の高騰の状況 参考資料１
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Ｒ２を基準（100）として指数化



 生鮮食料品等の主要な流通経路 参考資料２

引用：卸売市場をめぐる情勢について（農林水産省）※静岡県農業戦略課で編集
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国産青果の卸売市場経由率の推移（重量ベース、推計）

卸売市場

卸売業者
仲卸業者

売買参加者

需給バランスにより価格形成

国産青果においては、卸売市場経由率が低
下傾向で推移し、産地直接取引や直売所
などの割合が増加しているものの、卸売市場
経由率は約８割を維持


